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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等
回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月

売上高 （千円） 1,470,2181,543,3872,539,4132,655,7562,428,941

経常利益 （千円） 322,057 327,155 817,064 779,043 469,611

当期純利益 （千円） 171,158 186,333 440,206 431,528 270,819

持分法を適用した場合の投資利

益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 957,500 957,500 957,500 957,500 957,500

発行済株式総数 （株） 3,300,0003,300,0003,300,0003,300,0003,300,000

純資産額 （千円） 1,469,2561,634,1402,026,4972,372,2252,563,798

総資産額 （千円） 2,128,7912,283,3503,147,4133,397,9293,386,097

１株当たり純資産額 （円） 445.23 495.19 614.09 718.86 776.92

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
（円）

－

(－)

13.00

(6.50)

22.00

(8.00)

24.00

(12.00)

24.00

(12.00)

１株当たり当期純利益金額 （円） 58.78 56.46 133.40 130.77 82.07

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 69.0 71.6 64.4 69.8 75.7

自己資本利益率 （％） 14.80 12.01 24.10 19.62 10.97

株価収益率 （倍） 18.15 12.22 7.87 9.28 9.04

配当性向 （％） － 23.0 16.5 18.4 29.2

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 133,512 283,201 781,502 268,544 475,361

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △316,690 △626,583 △620,461 △78,798 △255,242

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 476,298 △46,370 52,969 △122,778 △324,217

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 752,599 362,847 576,858 643,826 539,728

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

65

(32)

81

(30)

113

(34)

149

(24)

154

(10)

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

４．第27期は、配当を行っておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向については、記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６．従業員数は就業員数であり、契約社員は最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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２【沿革】
年月 事項

昭和55年12月放射性同位元素を用いる特殊検査事業を行う目的で札幌市中央区南二十六条西十四丁目に株式会

社北海道ラジオアイソトープセンターを設立

平成３年９月 医薬品の研究開発における安全性試験、薬理試験などの動物試験受託事業に参入し、事業所名応用

医学研究所として北海道石狩市で営業開始

平成４年７月 応用医学研究所にて品質保証事業及び薬物動態事業を開始

平成６年12月 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構（現：独立行政法人　医薬品医療機器総合機構）（以下

　医薬品機構）のGood Laboratory Practice（以下　GLP）調査により評価Ａ取得

平成８年８月 札幌市北区に分析ラボラトリーを新設し、北海道石狩市より品質保証事業及び薬物動態事業を移

管、北海道石狩市の研究所を生物ラボラトリーと名称変更

平成９年10月 特殊検査事業を撤退し、品質保証事業及び薬物動態事業を専門に取り扱う会社として株式会社応用

医学研究所に商号変更

平成11年５月 エスエス製薬株式会社の100％子会社となる

平成11年12月分析ラボラトリーを札幌研究所（以下、「旧」札幌研究所と呼称）に名称変更

 品質保証事業の拡大及び薬物動態事業の移管のため、石狩研究所を新設

平成12年５月 生物ラボラトリーを閉鎖し、安全性試験、薬理試験などの動物試験受託事業より撤退

平成12年12月品質保証事業の拡大のため、石狩研究所に試験受託用施設を増設

平成13年10月品質保証事業の拡大のため、札幌市中央区に本社研究所を新設

平成15年11月品質保証事業の拡大のため、石狩研究所に試験受託用施設を増設

平成16年７月 シミック株式会社の100％子会社となる

平成16年11月本社を札幌市中央区北二条西二丁目に移転

平成17年３月 「旧」札幌研究所を閉鎖し、石狩研究所に統合

 薬物動態施設を札幌市中央区に新設して「現」札幌研究所とし薬物動態事業を移管

 本社研究所に検体保管業務を統合し、名称を検体管理センターとする

平成18年１月 品質保証事業拡大のため、北海道石狩市に中央研究所を新設

平成18年２月 品質保証事業拡大のため、検体管理センターに検体保管棟を増設

平成18年９月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成19年10月　札幌研究所を札幌研究センターに名称変更

 石狩研究所を石狩研究センターに名称変更

 中央研究所を中央研究センターに名称変更

 品質保証事業拡大のため、中央研究センターに試験受託用施設を増設　

平成20年８月 石狩研究センター内の微生物研究施設を閉鎖し、中央研究センター内に新設移管

平成20年12月品質保証事業拡大のため、北海道石狩市に中央研究センター（２棟目）を増設　

平成21年９月 事業所名称を新設し、検体管理センターを札幌南事業所に、札幌研究センターを札幌事業所に、石狩

研究センターを石狩南事業所に、中央研究センターを石狩北事業所とする
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３【事業の内容】

(1）当社の事業内容

　当社は、医薬品分析に特化した受託試験機関として、医薬品関連企業向けに医薬品の開発研究及び製造販売プロセ

スにおける、医薬品の品質保証注１）及び薬物動態注２）に関するアウトソーシングサービスを提供しております。

　受託試験機関として当社が行っている事業の内容は、次のとおりです。

事業区分 事業内容

品質保証事業　

試験法の開発・

分析法のバリデー

ション注３）

医薬品の品質を証明するための試験方法の開発と分析法のバリデー

ションにより方法の有用性の検証をします。

安定性試験

（物理化学的測定）

原薬のリテスト期間、製剤の有効期間及び医薬品の貯蔵条件を設定す

るため、温度、湿度、光等の様々な環境要因の影響下における医薬品品

質の経時的変化の評価に必要な情報を得ます。原薬・製剤の目的成分

の物理化学的性質を利用して品質データを取得し、評価します。

安定性試験

（微生物学的測定）

医薬品の保存中の品質を評価するため、原薬・製剤の微生物の混在の

有無あるいはその程度を測定し、評価します。

医薬品保管

医薬品の保存中の経時的な品質の変化を評価するため、原薬・製剤を

一定の温度、湿度、光条件等で決められた期間（長期保存条件、中間的

条件、加速条件）保管します。

出荷試験
治験薬や市販医薬品の品質を保証するため、規格及び試験法に基づい

た品質試験を行います。

薬物動態事業
生体試料中薬物濃度

測定試験

医薬品の生体内動態（吸収、分布、代謝、排泄）を評価するために、主と

して高速液体クロマトグラフ装置と質量分析装置を組み合わせた測定

装置（LC/MS/MS）を用いて、人や実験動物の血中薬物濃度注４）や尿中薬

物濃度注５）を測定します。

　

①品質保証事業

Ａ．試験法の開発・分析法のバリデーション

　試験法の開発とは、医薬品の有効成分や不純物などが、一定量の中にどの程度含まれているかを特定するための

測定方法を確立することをいいます。そこで確立された測定方法を用いて、医薬品の品質を保証します。IND（治

験新薬）申請、NDA（新薬承認申請）においてはICHガイドライン注６）で規定された項目を適宜選択し、設定するこ

とが求められています。

　分析法のバリデーションとは、上記で確立された試験法が科学的に妥当であり、使用される意図にふさわしいこ

とを立証する手段であります。

　その主な業務内容は、試験計画又は研究計画の策定、試験又は研究の実施、委託者への報告書の提出、その他関連

するコンサルティング等であります。委託者へ提出する報告書は、医薬品の品質保証の根拠データとなり、薬事法

により、製薬企業が規制当局（厚生労働省、米国FDA（食品医薬品局）等）へ医薬品の承認申請を行う際の提出書

類とされております。

Ｂ．安定性試験

　医薬品（低分子医薬品、生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品））の貯蔵条件や有

効期間を設定・担保する安定性試験は、物理化学的測定手法と微生物学的測定手法を用いて評価されます。

　物理化学的測定とは、医薬品の品質が温度、湿度、光条件等の影響を受けて、どのように経時的に変化するかをス

ペクトル法注７）やクロマトグラフ法注８）等で定量的に評価することをいいます。また、微生物学的測定とは、医薬品

の経時的品質変化のうち微生物学的特性を定量的に評価することをいいます。

　その主な業務内容は、試験計画又は研究計画の策定、試験又は研究の実施、委託者への報告書の提出、その他関連

するコンサルティング等であります。委託者へ提出する報告書は、医薬品の貯蔵条件、医薬品の有効期間や注記事

項などの根拠データとなり、薬事法により、製薬企業が規制当局（厚生労働省、米国FDA（食品医薬品局）等）へ

医薬品の承認申請を行う際の提出書類とされております。

Ｃ．医薬品保管

　医薬品の保存中の品質を証明及び有効期間を設定するため、原薬・製剤を一定の温度、湿度、光条件等で長期間

保管しております。保管条件はICHガイドラインで規定された長期保存条件、中間的条件及び加速条件の他、委託

者から要望される種々の苛酷条件に対応しています。この保管後の原薬・製剤を取り出して、上記の安定性試験

の測定試料としております。
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Ｄ．出荷試験

　医薬品関連企業は、治験薬や市販医薬品を製造工場から出荷する場合、一定の品質であることを証明しなければ

なりません。当社は、そのため、定められた規格及び試験方法に基づき、物理化学的測定手法及び微生物学的測定

手法を用いて、出荷する治験薬や市販医薬品の品質分析を行い、規制当局（厚生労働省、米国FDA（食品医薬品

局）で承認された品質であることを保証します。

　

②薬物動態事業

　当該事業には、医薬品の吸収・分布・代謝・排泄の様態を追跡する薬物動態試験があり、当社はそのうち、吸収

・代謝・排泄の様態を追跡する生体試料中薬物濃度測定試験を行っております。

　生体試料中薬物濃度測定試験とは、医薬品の有効性、安全性に関するデータの取得、評価及び証明に関するサー

ビスで、人や実験動物の血中薬物濃度や尿中薬物濃度を測定しております。

　その主な業務内容は、試験計画又は研究計画の策定、試験又は研究の実施、委託者への報告書の提出、その他関連

するコンサルティング等であります。委託者へ提出する報告書は、医薬品の体内動態の根拠データとなり、薬事法

により、製薬企業が規制当局（厚生労働省、米国FDA（食品医薬品局）等）へ医薬品の承認申請を行う際の提出書

類とされております。

　

(2）当社の事業の特徴

　当業界には、製薬企業系列の医薬品分析に特化している会社や環境分析、物性分析、医薬品分析等の各種分析を兼

業で行う会社が多く存在しております。

　その中で、当社は、非製薬企業系列であり、かつ、医薬品分析に特化した会社であることから、特定の製薬企業だけ

ではなく製薬企業に対して全方位の事業展開を行っております。この結果、当社は系列の異なる多数の製薬企業を

顧客に持つだけではなく、これらの顧客の医薬品分析を通じて得たノウハウを蓄積することにより、製薬企業が医

薬品承認を得るための最適なサービスの提供を目指しております。

　当社の主要業務は、医薬品承認申請に係る品質保証事業の安定性試験であります。

　安定性試験は、受注から試験完了までに長いものでは３年以上の長期間を要するため、試験中のトラブル等により

再試験が必要となる場合には、製薬企業は新薬の上市予定期日が遅延し、機会損失が発生する可能性があります。そ

のため、製薬企業は、アウトソーシングパートナーに対し、一定水準の品質及び保証（信頼性）を求めております。

　当社は、サービスの「品質」と「スピード」及び「品質保証システム」を維持、向上することにより、製薬企業が

求める品質及び保証（信頼性）の充足を図っております。

　また、当社は、各製薬企業のアウトソーシングニーズを掘り起こし、事業領域を拡大し、同業他社に先行して技術的

ノウハウを蓄積することにより、先行メリットの獲得を図っております。

　このように、当社は、医薬品開発に特化している強みを活かし、既存事業の深耕と事業領域の拡大を行うことによ

り、高い成長を目指しております。

　当社サービスの主な特徴は、以下のとおりです。

①品質の確保

　　当社は、国内有数の安定性試験実施実績を活かし、品質保証システムを常に改良することにより、製薬企業が医薬

品承認を得るための最適な品質及び信頼性の確保及び維持を目指しております。

Ａ．米国FDA（食品医薬品局）に対応した高度な品質保証システムの確立

　試験遂行上の品質基準である品質保証システムは、薬事法で規制はあるものの、具体的内容は規定されており

ません。したがって、同業他社それぞれが独自の品質・信頼性保証システムを確立しております。

　当社は、平成12年９月に、品質レベルが高いといわれている米国FDAに対応した高度な品質保証システム

（cGMP）を確立し運用しております。その根幹をなす標準操作手順書（SOP：Standard Operation Procedure

の略）は、当社が非製薬企業系列である強みを活かし、多数の製薬企業のノウハウを集積したもので、当社は、

常にその内容の充実、改良を図っております。

　独立行政法人医薬品医療機器総合機構によるGLP適合性調査では「評価Ａ」を得ており、医薬品適合性調査

（GMP調査）では外部試験施設として「適合」の結果を得ております。
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Ｂ．国内有数の安定性試験実績

　製薬企業は、安定性試験のアウトソーシングパートナー選定時において、試験ミスによる長期間のロスを防止

するため、委託先に自社又は同業他社の試験実施実績があること、特に医薬品承認申請用試験実施実績が豊富

であることを重視しております。

　当社は、非製薬企業系列である強みを活かし、多数の製薬企業の多種多様な試験実施実績を有しており、アウ

トソーシングパートナー選定時において、同業他社に比較して優位性を保持しております。

　当社は、委託者が医薬品承認申請後に、規制当局が当該医薬品提出資料の各種基準への適合について書面で調

査する「基準適合性書面調査」に数多く同席している実績を有しております。

　

②スピードアップ化

　営業折衝から試験完了までには、下図のような医薬品分析試験プロセスを経ます。試験期間は、安定性試験ガイ

ドライン（平成15年６月３日付医薬審発第0603001号改定）で定められており短縮することはできませんが、当

社は、その前後のプロセスの短縮によるスピードの向上やコンサルテーション等を行うことにより、製薬企業の

医薬品開発プロセスのスピードアップ化をサポートしております。

　また、試験実施期間中には、データ異常値に対する迅速な対応やコンサルテーションの実施を行うことにより、

試験の効率化をサポートしております。

Ａ．営業折衝時

　当社は、医薬品開発経験のある者を営業責任者として配置することにより、製薬企業からの試験打診や要望に

対して、速やかに対応するとともに専門的なコンサルテーションを実施できる体制をとっております。

　これにより、当社では、試験打診を受けてから見積書提出までを通常１～７日で実施しており、製薬企業の意

思決定の迅速化をサポートしております。

Ｂ．試験開始前

　当社は、多くの医薬品分析経験かつ医薬品に関する専門知識を有した試験責任者を配置することにより、製薬

企業と試験計画書（プロトコール）の協議、作成を行う際、当社独自のSOPを活用してコンサルテーションを行

う体制をとっております。

　これにより、当社では、プロトコールの協議、作成を通常１～２週間で行い、製薬企業の試験開始までの時間短

縮をサポートしております。

Ｃ．試験完了後

　当社は、前述した試験責任者を配置することにより、試験完了後、製薬企業が規制当局（厚生労働省、米国FDA

（食品医薬品局）等）へ医薬品の承認申請を行う際の提出書類としてそのまま使用できるレベルの報告書を

速やかに作成する体制をとっております。

　これにより、当社では、当該報告書を最短１箇月で作成し、製薬企業が規制当局（厚生労働省、米国FDA（食品

医薬品局）等）へ医薬品の承認申請を行うまでの時間短縮をサポートしております。

図．医薬品分析試験プロセス
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③事業領域の拡大

　当社は、医薬品関連企業の品質保証事業に関するアウトソーシングの増加予測の判断に基づき、平成18年１月に

バイオ医薬品（抗体医薬、タンパク製剤、ペプチド製剤等）試験とケミカルハザード物質（制がん剤、ホルモン

剤、抗生物質、免疫抑制剤等）試験の受託をできる体制を構築するとともに、検体保管容積を拡大しました。

　その後、最新設備を有する微生物試験室を設置し、物理化学的測定手法及び微生物学的測定手法を用いた治験薬

や市販医薬品の出荷試験の受託体制を整えました。

　さらに、医薬品関連企業で今後の開発増加が予測される抗体医薬品の品質評価体制の充実、当社の有する知識や

経験を活かした、医薬品開発の初期に発生する試験法の開発試験の受託を開始致しました。

　このように、当社は、同業他社に先駆けて事業領域を拡大し、技術的ノウハウを蓄積することにより、先行メリッ

トの獲得を目指しております。　

(3）医薬品の開発プロセス

　医薬品の開発プロセス及び当社の主要業務の関係は、下図のとおりであります。

　医薬品開発には、基礎研究に始まり販売・製造販売後調査まで多岐にわたるプロセスがあり、多くの時間と多額の

研究開発費が投じられます。

Ⅰ．基礎研究（２～３年）

　新規物質が創製され、医薬品として可能性のある化合物が候補物質として選別されます。

Ⅱ．前臨床試験（３～５年）

　実験動物や細菌などを用いてⅠ．で選別された候補物質の有効性、安全性について厚生労働省の定めるGLP

（Good Laboratory Practice）省令注９）に基づき検討されます。また、前臨床試験で用いる候補物質の物理化学的

性質の検討注10）、製剤化の検討、原薬・製剤の製造方法の検討を厚生労働省の定める薬事法施行規則の信頼性基準
注11）及びGMP（Good Manufacturing Practice）省令注12）に基づいて行います。この領域は、近年、非臨床試験での

「CMC（Chemistry,Manufacturing,and Controls）」と称しています。　

Ⅲ．臨床試験（治験）（３～７年）

　医療機関が、製薬企業からの依頼に基づき、治験薬の人における有効性と安全性を検討致します。また、治験用に

製造された原薬・製剤の品質について検討致します。臨床試験の後期の段階では、市販品と同様に製造、包装され

た製剤及び製剤の製造に用いた原薬の品質について検討致します。

Ⅳ．申請・承認（１～２年）

　製薬企業は、このようにして集めたデータを基に、規制当局（厚生労働省、米国FDA（食品医薬品局）等）へ医薬

品の承認申請を行い、承認を得ます。

Ⅴ．販売・製造販売後調査（４～10年）

　製薬企業は、Ⅳ．にて承認された医薬品を販売致します。販売後には、市販医薬品の品質を証明するとともに、臨

床試験ではわからなかった副作用等を広範囲に調べる製造販売後調査を実施致します。
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図．医薬品の開発プロセスと当社の主要業務　
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注１）品質保証：医薬品の開発プロセスでは多様な試験が行われますが、前臨床試験及び臨床試験の段階で製造され、試

験に使用される原薬・製剤について品質を証明する必要があります。そのため、分析化学的手法、微生物学的手法を

用いて、原薬・製剤の品質データを取得し、評価及び証明致します。

注２）薬物動態：医薬品の開発プロセスでは多様な試験が行われますが、前臨床試験及び臨床試験の段階で、実験動物や

人に薬物を投与し、その時に得られる血液や尿など生体試料中の有効成分の濃度を分析化学的手法で取得すること

により、有効成分の効果が現れる速度などを調べて評価し、有効性・安全性を証明致します。

注３）分析法のバリデーション：分析法の妥当性を科学的に評価することを目的とし、ある分析系がある品質の分析値を

与える能力を持っていることを証明する手段です。

注４）血中薬物濃度：薬剤を服用すると、主に小腸粘膜から血液中に有効成分が移行し、血流によって全身に運ばれます。

このときの血液中に含まれる有効成分の濃度を血中薬物濃度といいます。

注５）尿中薬物濃度：血液中に移行し、全身に運ばれた有効成分は肝臓で無毒化された後、腎臓でろ過されて尿中に排泄

されます。このときの尿中に含まれる、無毒化された有効成分の濃度を尿中薬物濃度といいます。

注６）ICHガイドライン：ICHはInternational Conference of Harmonization of Technical Requirements for

Registration of Pharmaceuticals for Human Useの略で、日本語では日米EU医薬品規制調和国際会議と訳されま

す。新医薬品の製造販売承認に際して要求される資料を調和（共通化）することによって、医薬品開発の迅速化・

効率化を目指す会議のことです。また、ICHの会議によって協議・合意決定された取り決め事項を「ICHガイドライ

ン」と呼び、日米EUでの医薬品開発におけるガイドラインとしての役目を果たします。

注７）スペクトル法：溶液の色調や呈色の強さを数値化して定量する方法です。

注８）クロマトグラフ法：溶液中の成分をオンラインで分離し、目的成分を個々に定量する方法です。

注９）GLP（Good Laboratory Practice）省令：医薬品に対する各種安全性試験成績の信頼性を確保するための手段とし

て厚生労働省が制定した省令であり、正式名称は、「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省

令」です。

注10）候補物質の物理化学的性質の検討：医薬品候補物質の性状、融点、溶解性、吸湿性、分配係数、解離定数など、その物

質を特定する性質を、各種分析機器を用いて検討します。

注11）信頼性基準：厚生労働省が、医薬品の承認申請に関わる資料について、その信頼性を確保することを目的として、薬

事法の規定に基づく薬事法施行規則第18条の４の３に定めた基準です。

注12）GMP（Good Manufacturing Practice）省令：厚生労働省が、医薬品、医療用具等製造に関して、製品の品質確保を目

的として製造管理及び品質管理の規則を定めた省令であり、正式名称は、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び

品質管理の基準に関する省令」です。

　　

［事業系統図］

　当社の事業系統図は、次のとおりです。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の被所有
割合（％）

関係内容

親会社　

　

シミック株式会社

（注）

東京都品川区 3,087
CRO（医薬品開発

受託機関）事業
被所有　73.80

安定性試験、医薬品

保管並びに

生体試料中薬物濃度

測定試験の受託

役員の兼任等…３名

　（注）　有価証券報告書を提出しております。

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

   154（10） 32.7 4.9 4,488,172

　（注）１．従業員数は就業員数であり、契約社員は最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当社は、医薬品関連企業の良きパートナーとして、分析化学に関するサービスを提供し、人々の健康と社会の発展

に貢献するという経営理念の下、医薬品関連企業が医薬品承認を得るための最適なサービスを提供しております。

　大手医薬品関連企業は、売上への寄与が高く収益の柱となっている大型医薬品（ブロックバスター）の大半が特

許切れとなり売上高維持が問われる中、後続の医薬品が必ずしも期待通りに開発されていない状況であると報じら

れております。そのため、多くの医薬品関連企業は研究開発の方針転換による医薬品の開発パイプラインの絞込み、

研究開発の合理化・効率化等による研究開発コストの削減を継続しております。

　医薬品関連企業の研究開発コストの削減に伴い、当社の事業領域である品質保証事業及び薬物動態事業のアウト

ソーシング市場は、その成長率が鈍化傾向に転換しております。

　このような状況の下、当社は、当期を顧客満足度の向上を中心とした「業務改革の年」と位置づけ、新規顧客の獲

得、既存顧客の深耕、大口化、ジェネリック医薬品企業への営業活動に努めるとともに、人的資源の増強、試験機器や

ＩＴ関連への投資を行い試験品質の向上を図りました。

　その結果、売上高は中堅医薬品関連企業を中心とした新規・既存顧客の受注高が増加し、薬物動態事業も営業力強

化により増収となったものの、大手医薬品関連企業からの受注が減少し減収となりました。営業利益、経常利益及び

当期純利益は、経費の削減に努めたものの売上高の減少により、減益となりました。

　以上の結果、売上高2,428,941千円（前期比8.5％減）、営業利益472,609千円（同38.9％減）、経常利益469,611千

円（同39.7％減）、当期純利益270,819千円（同37.2％減）となりました。各事業の状況は以下のとおりでありま

す。

　

①品質保証事業

　第２四半期まではほぼ計画通りの売上推移を示しましたが、第３四半期以降、受注環境の激変すなわち、開発計

画見直しによる契約済試験の中止及び受注予定案件の中止等を原因とする受注高減少の影響を受け、売上高は

2,088,462千円（前期比16.7％減）となりました。

　

②薬物動態事業

　ジェネリック製薬企業への直接営業並びにCRO（医薬品開発受託機関）との連携による営業活動を行った結果、

ジェネリック医薬品の生体試料中薬物濃度測定試験の大口受注が成約でき、受注高及び売上高ともに計画を上回

ることとなりました。その結果、売上高は340,479千円（前期比127.4％増）となりました。

　

(2）キャッシュ・フロー　

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比して104,098千円減少

し、539,728千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、475,361千円（前事業年度は268,544千円の収入）となりま

した。主な増加要因は、税引前当期純利益の計上469,794千円、売上債権の減少97,131千円、減価償却費の発生

194,759千円等であり、主な減少要因は、法人税等の支払額275,207千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、255,242千円（前事業年度は78,798千円の支出）となりまし

た。これは主に定期預金の預入による支出200,000千円、試験実施能力拡大を目的とした設備投資による有形固定資

産の取得による支出87,271千円、ソフトウェアに係る無形固定資産の取得による支出19,970千円によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動の結果支出した資金は、324,217千円（前事業年度は122,778千円の支出）となりま

した。これは主に配当金の支払額79,200千円、長期借入金の返済による支出179,600千円、リース債務の返済による

支出65,371千円によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注状況

　当事業年度の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

品質保証事業 1,889,314 78.6 1,554,602 88.6

薬物動態事業 397,291 227.8 86,421 291.9

合計 2,286,605 88.7 1,641,023 92.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

販売高（千円） 前年同期比（％）

品質保証事業 2,088,462 83.3

薬物動態事業 340,479 227.4

合計 2,428,941 91.5

　（注）１．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

武田薬品工業㈱ 1,458,870 54.9 751,931 31.0

千寿製薬㈱　 151,632 5.7 261,806 10.8

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　新医薬品開発競争の激化による製薬企業の業態の変化やジェネリック医薬品開発の増加等に伴い、非臨床試験の受

託試験機関へのアウトソーシングは一時的な調整期間はあるもののバイオ医薬品の開発等により中期的には増加拡

大するものと考えております。

　このようなマーケット状況に対応し、今後更なる事業及び収益の拡大を図るために、以下の課題に取組む所存であり

ます。

　

①受注能力の増強

　当社の保有する試験実施能力を有効に活用するとともに事業領域の拡大や品質・コストパフォーマンス・スピー

ド等について顧客満足度を高め営業活動の強化を図ることが、受注能力を増強させ、利益を確保するための重要な

経営課題と認識しております。　

　

②ＩＴ化の推進

　当社は、試験施設や機器等のリソースを拡充して受注拡大に対応しておりますが、試験実施能力の拡大に伴い、受

注、売上、試験進捗管理等の業務の一元管理が重要であると認識しております。

　これに対応するため、当社は、１．試験進捗の可視化を行い、試験実施に伴う事務手続の省力化・正確性の確保と

人員稼働率把握によりコスト管理、スピード重視を図り、営業活動の機会損失防止を目的として試験進捗管理シス

テムが稼動しました。今後も当該システムの精度を向上させ業務の一元管理化を更に推進してまいります。２．米

国FDA（食品医薬品局）の電子記録と電子署名に関わる規制である21CFR　Part11対応のシステム化の精度向上を図

り更なる信頼性の強化を図ってまいります。　

　

③人材の確保・育成

　当社は、試験施設の拡充のみならず、医薬品に関する専門知識及び分析技術を有する人材を確保・育成することが

事業成長を図る上で重要であると認識しております。

　これに対応するために、当社は、高品質のサービス提供のできる人材の確保、社員の計画的な教育・研修の充実等、

人材の育成を継続的に努めてまいります。専門的技術者としての教育・研修は統一したカリキュラムや教材を充実

させ、試験責任者等の社内資格認定制度の効果的運用やOJTの充実を図ってまいります。　
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４【事業等のリスク】

　当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。当社として必ずしも事業上のリスク要因に該当しないと考えている事項についても、

投資家の投資判断上、重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しており

ます。なお、当社は、これらの事業等のリスクを認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め、事業活動を

行っておりますが、本株式への投資判断は、本項及び本報告書中の本項以外の記載も併せまして、慎重に検討した上で

行われる必要があると考えております。

　なお、文中における将来に関する事項は本有価証券報告書提出日現在（平成22年12月10日）において当社が判断し

たものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

(1）国内製薬業界の動向について　

　当社の売上高は、国内製薬業界における研究開発費に極めて依存したものとなっております。国内製薬業界全般の

事業環境が悪化した場合や医薬品の研究開発費が抑制される事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状

態は悪影響を受ける可能性があります。このような悪影響を受ける可能性があるものとして、以下の場合が挙げら

れます。

①非臨床試験が減少する可能性について

　当社は、受託試験機関として製薬関連企業に対し、医薬品の品質保証及び薬物動態に関するアウトソーシング

サービスを提供しているため、当社の業績は、特に主要顧客である国内製薬業界の非臨床試験の動向に大きな影

響を受けるという特性を持っております。非臨床試験が減少する可能性のあるものとして、以下の場合が挙げら

れます。

Ａ．国内の医薬品の承認申請時において、海外で取得された非臨床試験データの利用が拡大された場合　

Ｂ．国内製薬企業が世界的に大規模化傾向にある研究開発競争に乗り遅れ、研究開発能力が弱体化する場合、あ

るいは研究開発自体が減少する場合　

Ｃ．国内製薬企業が、製薬業界において次世代の成長を担うバイオ及びゲノムに関連する技術革新の波に乗り遅

れ、新薬開発能力が低下する場合　

②非臨床試験のアウトソーシングが減少する可能性について

　近年、世界的規模で製薬企業のＭ＆Ａを通じた大規模化が進展しておりますが、我が国においても、こうした規

模を追及する企業統合等の業界再編が生じており、更に進展する可能性があります。かかる製薬企業の企業統合

等の業界再編の結果、非臨床試験が製薬企業内の経営資源で実施可能となり、非臨床試験のアウトソーシングが

減少した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

③大口顧客に対する売上高の依存について

　当社の売上高は、主要顧客である製薬企業の非臨床試験のアウトソーシング動向に依存をしております。大口顧

客のアウトソーシング方針の変更等により、大口顧客の試験が中止又は、延期になった場合には、当社の経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(2）競争激化の可能性について

①新規参入、同業他社の事業拡大及び業界再編による競争激化の可能性

　当社の事業において、今後、新規参入、同業他社の事業拡大により、競争が激化することが予想されます。競争激

化の結果、当社の顧客が減少した場合や価格競争が激化した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

②海外製薬企業による国内製薬企業の買収が進展し、本国で取引関係を有する海外受託試験機関が我が国での顧客

獲得においても優位に立つ可能性

　　当社の顧客である国内製薬企業が海外製薬企業によって買収され、その後の非臨床試験の委託先を本国における

委託先に変更する可能性があります。これらが現実のものとなった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

　

③海外とのデータ相互利用により、海外受託試験機関が競合対象となる可能性

　当社の顧客である国内製薬企業が、米国や欧州への海外進出を踏まえて非臨床試験を海外受託試験機関にアウ

トソーシングする可能性があります。海外受託試験機関が競合対象に加わる事態となった場合、更なる競争の激

化により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(3）受託業務内容に含まれる情報が流出する可能性について

　当社が受託業務に関わり取得する情報は、製薬企業より厳重な管理を求められております。当社は、受託業務に関

わる情報を厳重に管理しておりますが、万一このような情報が流出した場合、当社の信用が失墜し、今後の業務受託

に大きな影響を及ぼすおそれがあるとともに、損害賠償の請求等により当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

　

(4）品質管理等について

　薬事法では、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」（以下「GMP省令」）が規定

されております。また、治験薬においては治験薬GMP通知に基づき出荷試験実施に対応することが必須で、規制当局

の調査対象施設となります。

　開発中のデータ類に関しても、世界的な品質意識の向上から、製薬企業は、自らの品質管理レベルに合致するアウ

トソーシング先と取引を行う傾向があります。当社は品質保証事業において製薬企業の品質管理レベルに合致する

内容及び基準で対応することに努めておりますが、製薬企業の品質管理レベルに合致しなくなった場合には当該企

業より試験が受託できず、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社の受託業務に関する品質管理に問題が発生したとき、また、契約納期遅延等が発生した場合、当社の信用

が失墜し、今後の受託業務に大きな影響を及ぼす可能性があるとともに、損害賠償の請求等により当社の経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。　

　

(5）業務委託契約の解除の可能性について

　当社の業務委託契約の多くは事前通知によって顧客都合により解除することが可能となっております。この場合

においては、試験中止となるまでに発生した売上に係る金額は、顧客との契約に基づき回収できることになってお

ります。業務委託契約の解除により試験中止となった場合には、新たな契約に対する営業活動を行い受注の確保を

図ります。しかしながら、大型契約や複数の契約を一度に解除された場合には当社の経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

　

(6）固定費比率の高さについて

　当社の売上原価については、材料費等の変動費が占める割合は低く、設備に係る減価償却費やリース費及び人件費

等の固定費の割合が高くなっております。従いまして、当社の収益は売上高の水準によって変動しやすいものと

なっており、設備投資等を実施後に想定していた売上高を確保できない場合には、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

　

(7）試験に用いる材料が入手できない可能性について

　当社は、試薬や分離測定用カラム等の試験材料を購入し、それらを用いて試験を実施しております。そのため、必要

な試薬やカラム等が原材料の逼迫等仕入先の環境変化により必要量が入手できない場合は試験停止または延期と

なることがあり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(8）事業成長が人材確保に制約されることについて

　当社の事業拡大にあたっては、医学・薬学等の専門的な知識や分析技術を有する人材を確保する必要があります。

こうした人材の確保や教育研修が順調に進まない場合、又は研修を施した人材の多数が競合他社に引き抜かれた場

合に、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(9）当社の組織が小規模組織であることについて

　当社は、平成22年９月30日現在、取締役５名（うち非常勤取締役１名）、監査役３名（うち非常勤監査役２名）、従

業員154名（臨時雇用者10名）と規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も当該組織規模に応じたものとなっ

ております。

　現在、当社はより組織的な内部管理体制を整備、運用するように努めておりますが、適切かつ十分に組織的な対応

ができなかった場合には、当社の事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。

　

(10）自然災害等について

　当社の試験受託用施設は、北海道札幌市及び石狩市に集中しております。

　そのため、当該地区において大規模な台風、地震等の自然災害や、事故、火災等が発生したことにより、試験受託用

施設の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。
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 (11）法的規制について

　製薬企業による医薬品開発は薬事法の規制に服して実施されております。また、当社が事業に係り取得している許

認可等は以下のとおりであります。

　なお、当社の事業に係り麻薬研究者免許証（根拠法令：麻薬及び向精神薬取締法）及び覚せい剤原料研究者指定

証（根拠法令：覚せい剤取締法）を取得している社員がおります。

許認可等 根拠法令 許認可等の付与主体 備考

GMP適合性調査結果通知書（外部

試験検査機関）

（特に問題としなければならな

い事項はない）

薬事法
独立行政法人医薬品医

療機器総合機構
－

GMP/QMS調査結果報告書

（総合判定：適合）
薬事法 北海道知事 －

GLP適合確認書　

医薬品の安全性に関す

る非臨床試験の実施の

基準に関する省令　

独立行政法人医薬品医

療機器総合機構　

平成22年６月14日

（評価Ａ）　

平成22年10月28日

申請済　

向精神薬試験研究施設設置者登

録証

麻薬及び向精神薬取締

法
北海道知事 －

　当社の品質保証事業の出荷試験においては、GMP省令や治験薬GMP通知の適応を受ける業務であり、独立行政法人医

薬品医療機器総合機構及び北海道保健福祉部によるGMP調査を受け、外部試験検査機関として「適合」の評価を受

けております。出荷試験を受託するためには独立行政法人医薬品医療機器総合機構や北海道保健福祉部から適合の

評価を取得することが必要となります。将来、当社がGMP適合を取得できなかった場合には、品質保証事業において

当社に対する受託試験の一部が中止される可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　当社の薬物動態事業においては、動物を使った安全性試験を信頼性あるものとすることを目的とした、薬事法に基

づく厚生労働省令である「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」（以下「GLP省令」）

の適用を受けております。GLP省令の対象となる試験についてはGLPに適合している試験施設で実施されていること

が医薬品の承認申請の要件とされており、試験を受託するためには独立行政法人医薬品医療機器総合機構から評価

ＡのGLP適合確認書を取得していることが必要となります。将来、当社が評価ＡのGLP適合確認書を取得できなかっ

た場合には、薬物動態事業において当社に対する受託試験の一部が中止される可能性があり、当社の経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、上記法令等を遵守しておりますが、今後、規制の強化又は新たな規制が導入された場合においては、

当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。　

　

(12）訴訟について

　当社に対する訴訟等は現時点において提起されておりませんが、将来、重要な訴訟等が発生し、当社に不利な判断

がなされた場合には、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(13）当社の親会社について

　平成22年９月30日現在、上場会社であるシミック株式会社は当社の発行済株式総数の73.78％を所有する親会社で

あります。当社と同社との関係は、以下のとおりであります。

　なお、現時点において想定されるものではありませんが、同社の関係会社管理の方針に変更が生じた場合は、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

①シミックグループ（同社及び同社の関係会社）における当社の位置づけ

　シミックグループは、親会社であるシミック株式会社と当社を含む連結会社15社及び関連会社１社で構成され

ております。

　シミックグループは、医薬品開発の支援と医薬品等製造受託及び医薬品の販売に係る支援を中核に、主に製薬企

業を支援する業務の提供をしております。

　当社は、医薬品開発プロセスにおける前臨床試験及び臨床試験段階で、「人」を対象としない非臨床に関する受

託試験を主たる事業領域としており、グループ内の会社との競合関係はありません。

　

②シミック株式会社のグループ会社管理

シミック株式会社は、連結経営管理の観点から「関係会社管理規程」を定め運用しておりますが、その目的はグ

ループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、グループ全体の企業価値の最大化を図ることにあります。当社も同

規程の適用を受けておりますが、取締役会決議事項の事前承認等は求められておらず、当社が独自に事業運営を

行っております。

　

③シミック株式会社との役員の兼務関係について

　平成22年９月30日現在における当社の役員８名のうち、シミック株式会社の役員を兼ねる者は３名であり、その

者の氏名並びに当社及びシミック株式会社における役職は以下のとおりであります。

氏名 当社における役職 シミック株式会社における役職

中村　紘　 代表取締役社長　 取締役　執行役員（CEO補佐）　

清水　政男 取締役 取締役　執行役員（CEO補佐）

市川　邦英　 監査役 取締役　執行役員（CMOカンパニー長）

　上記兼務関係は、各氏の有する経験、知識が当社にとって有益であるとの判断から当社が招聘したものであり、

シミック株式会社が当社を支配することを目的にしているものではありません。また、清水　政男氏及び市川　邦

英氏に対する報酬の支払はありません。

　　

④シミック株式会社との取引について

　第31期（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）における取引内容は、以下のとおりであります。

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

安定性試験

（物理化学的測定）
3,447

売掛金 4,082
安定性試験

（微生物学的測定）
283

医薬品保管 1,105

生体試料中薬物濃度測定試験 35,283

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。　

２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定

しております。
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５【経営上の重要な契約等】

　当社及び当社の親会社であるシミック株式会社は、平成22年11月９日開催の各社の取締役会において、シミック株式

会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、同日付で株式交換契約を締結致しま

した。なお、同契約は平成22年12月10日開催の第31期定時株主総会において承認されました。

　詳細については、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　注記事項　（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社における財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。

　なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在（平成22年12月10日）において当社が判断し

たものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、我が国において一般的に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行って

おります。但し、将来に関する事項には不確実性があるため、実際の結果は、これらと異なる可能性があります。

　売上の計上基準として作業完成基準を採用しております。当社が受注している試験は受注から最終試験完了まで

に長いものでは３年以上の長期間を要するものがあり、こうした案件については作業行為がいくつかの段階（ポイ

ント）に分かれていますので、この場合、各作業行為の完了時点をもって完成と認識し、相応の売上を計上しており

ます。

　なお、作業完成基準の適用に関しましては、全作業が完了しない前に中止があってもそこまでの作業は完了してお

り、代金を受領することが可能でなければならないことを前提としております。また、作業区分はあらかじめ決めら

れており、その作業に応じて売上代金も区分計上することができるもの（スケジューリングが可能）であることを

前提にしております。

(2）経営成績の分析

　当期の受注高は2,286,605千円（前期比11.3％減）、売上高は2,428,941千円（同8.5％減）となりました。また、当

期末の受注残高は1,641,023千円（同8.0％減）であります。

　事業別の内訳と致しまして、品質保証事業は、第２四半期まではほぼ計画通りの売上推移を示しましたが、第３四

半期以降、受注環境の激変すなわち、開発計画見直しによる契約済試験の中止及び受注予定案件の中止等を原因と

する受注高減少の影響を受け、受注高1,889,314千円（同21.4％減）、売上高2,088,462千円（同16.7％減）となり

ました。当期末における受注残高は1,554,602千円（同11.4％減）となりました。

　薬物動態事業は、ジェネリック製薬企業への直接営業並びにCRO（医薬品開発受託機関）との連携による営業活動

を行った結果、ジェネリック医薬品の生体試料中薬物濃度測定試験の大口受注が成約でき、受注高及び売上高とも

に計画を上回ることとなりました。その結果、受注高397,291千円（同127.8％増）、売上高340,479千円（同127.4％

増）となりました。当期末における受注残高は86,421千円（同191.9％増）となりました。

　以上の結果、営業利益472,609千円（同38.9％減）、経常利益469,611千円（同39.7％減）、当期純利益270,819千円

（同37.2％減）となりました。

　

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因は、当社の主要顧客である国内製薬業界の動向、受注と試験実施能力のバラン

スを図る上での事業拡大の適切な時期の見極め及び受託業務における品質管理レベルの維持等であり、当社はこれ

らに対して留意をしつつ、事業を遂行しております。

　その他の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「４　事業等のリスク」を参照下さい。

(4）当社の経営戦略について　

　当社を取り巻く経営環境は、国内大手製薬企業が欧米を中心とした世界戦略の先行き見直しや、特許切れに伴う所

謂2010年問題等を抱えており、短期的には市場の受注環境は依然厳しさが継続すると予想されます。

　当社は、次の中長期的な成長に向けて顧客満足度と新しいニーズの把握に努め、事業領域を拡大するとともに、積

極的にチェンジ・チャレンジを実践し、以下の方策を実施し、業容の拡大と更なる信頼性向上の強化に努めてまい

ります。　
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①市場の変化に対応したコア事業の成長拡大

Ａ．品質保証事業

　当社は、医薬品研究開発における分析化学サービスを中心に業容の拡大に努めております。医薬品の安定性試

験に代表される品質保証事業では、今後の事業拡大を可能にするため、バイオ医薬品の安定性試験受託のイン

フラ整備に取組んでまいりました。また、定期採用者を中心とした人員を確保しつつ、専門教育の充実と米国

FDA（食品医薬品局）の電子記録と電子署名に関わる規制である21CFR　Part11対応のシステム化構築にも取組

み、信頼性向上に努めております。今後の戦略として、１．品質・コストパフォーマンス・スピードについて顧

客満足度を把握し、業務改革を図ります。２．新サービスの開発により、潜在的な顧客ニーズを顕在化し新しい

事業領域の受注力強化を図ります。３．信頼性を担保する品質向上に努め世界に通用する品質レベルを目指し

ます。以上により品質保証事業の成長拡大に努め、国内シェアーNO.1を目指します。　

　

Ｂ．薬物動態事業

　当社の薬物動態事業は従来、ジェネリック医薬品の申請に伴う生体試料中薬物濃度測定試験を事業の中

心としてまいりました。ジェネリック医薬品は政府により使用促進策が叫ばれており引き続き市場拡大傾

向にあると考えております。今後の戦略として、１．ジェネリック医薬品については特許切れが近い医薬

品の分析法調査と測定法の確立により受注確保を目指します。２．ジェネリック医薬品以外の受注拡大の

ためCRO（医薬品開発受託機関）やSMO（臨床試験施設支援機関）との協働を拡大し、先発品を含む治験段

階の試験の受注拡大を目指します。

　

②人的資源の能力増強

　当社のコア事業であります品質保証事業及び薬物動態事業は、いずれも専門性の高い領域の事業であります。

　今後の戦略として、１．両事業の新しいサービス開発とその試験実務に携わる人材の技術水準向上、２．専門営

業スタッフの増強、３．試験実施責任者等の認定制度の実効ある運用等により、人材教育を積極的に行い、人的資

源の能力増強に努めてまいります。　

　

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①キャッシュ・フロー

　キャッシュ・フローの分析については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2）キャッシュ・フロー」に記

載のとおりであります。

　なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

 平成20年９月期平成21年９月期平成22年９月期

自己資本比率（％） 64.4 69.8 75.7

時価ベースの自己資本比率（％） 110.1 117.9 72.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.5 2.2 1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 139.7 26.5 41.3

（注）１．指標の算出方法

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも財務数値により算出しております。　

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。

４．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負

債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。
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②財政状態

　当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比較して11,831千円減少し3,386,097千円（前期比0.3％減）

となりました。

　流動資産につきましては、前事業年度末と比較して54,868千円減少し1,815,927千円となりました。これは主に

現金及び預金の増加45,901千円、売掛金の減少97,131千円によるものであります。

　固定資産につきましては、前事業年度末と比較して43,036千円増加し、1,570,170千円になりました。これは主に

試験実施能力拡大を目的とした設備投資増加による有形固定資産の増加32,783千円によるものであります。

　流動負債につきましては、前事業年度末と比較して103,789千円減少し525,703千円となりました。これは主に1

年内返済予定の長期借入金の減少45,000千円、未払法人税等の減少88,477千円によるものであります。

　固定負債につきましては、前事業年度末と比較して99,614千円減少し296,595千円になりました。これは主に長

期借入金の減少134,600千円、リース債務の増加37,463千円によるものであります。

　純資産につきましては、当期純利益270,819千円の確保による利益剰余金の増加の結果、前事業年度末と比較し

て191,573千円増加し2,563,798千円となりました。

このような結果、自己資本比率は、前事業年度末の69.8％より5.9ポイント増加し75.7％となりました。

　

③売掛金について

　当社は受託した試験毎に試験委託契約を締結しており、主として試験期間に基づき回収条件を個別に定めてお

ります。当社は試験期間が長期にわたるものについて一定割合の前受金を受領し分割回収することを原則として

おります。前受金を含めて代金を請求する時期は契約に基づいており、これは、作業完成基準に基づく売上計上の

時期と一致しておりません。最終試験完了までの期間が長期に及ぶ案件については作業完成基準による売上計上

時期が代金請求時期より先行する傾向にあり、売掛金の回収期間が比較的長くなります。当社の売掛金の回収期

間は平成22年９月期の実績で92日間となっております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度中において実施致しました当社の設備投資の総額は181,409千円（うちリース129,050千円）で、その主

なものは、生物医薬関連試験の受託のための投資として39,584千円であります。

　なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

　

２【主要な設備の状況】

　当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

 平成22年９月30日現在

事業所名
（所在地）

事業の
内容

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
（千円）
（面積㎡）
［面積㎡］

工具、
器具及び
備品
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

リース
資産
（千円）
　

その他
（千円）

合計
（千円）

本社
（札幌市中央区）

管理 事務所等
－
(－)

[208.00]
948

－
(－)

5,424 － 6,373 10

札幌南事業所
（札幌市中央区）

品質保
証事業

試験受託
用施設及
び機器

138,896
(1,314.85)

[－]
2,562

157,150
(2,487.19)

38,6381,416338,664 5

札幌事業所

（札幌市中央区）

薬物動

態事業

試験受託
用施設及

び機器

6,672
(－)

[208.00]

1,387
－

(－)
－ － 8,060 7

石狩南事業所
（北海道石狩市）

品質保
証事業

試験受託
用施設及
び機器

57,625
(－)

[1,798.11]
6,451

－
(－)

37,770 － 101,84743

石狩北事業所
（北海道石狩市）

品質保
証事業

試験受託
用施設及
び機器

698,650
(3,354.08)

[－]
11,059

92,240
(5,943.25)

190,516 － 931,72789

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．「建物及び構築物」欄の面積は、（　）内は自社物件の面積を、［　］内は賃借物件の面積を外数でそれぞれ

記載しております。また、「土地」欄の面積は、（　）内は自社物件の面積を記載しております。

３．本社及び札幌事業所の建物は、㈱桂和商事より賃借しております。年間賃借料は9,438千円であります。上記

の表中の建物の金額は、賃借中の建物に施した建物付属設備の金額であります。

４．石狩南事業所の建物は、㈱キムラより賃借しております。年間賃借料は22,800千円であります。上記の表中の

建物の金額は、賃借中の建物に施した建物付属設備の金額であります。

５．帳簿価額のうち、「その他」は車両運搬具であり、建設仮勘定は含んでおりません。

６．上記の他、主要な賃借している設備として以下のものがあります。なお、金額には消費税等は含まれておりま

せん。
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 平成22年９月30日現在

事業所名
（所在地）

事業の内容 設備の内容
リース期間
（年）

年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

本社

（札幌市中央区）
管理 ＯＡ機器 ５ 3,847 6,273

札幌南事業所

（札幌市中央区）
品質保証事業 試験用機器 ５ 26,078 33,936

札幌事業所

（札幌市中央区）
薬物動態事業 試験用機器 ５ 33,909 53,575

石狩南事業所

（北海道石狩市）
品質保証事業 試験用機器 ５ 112,279 181,087

石狩北事業所

（北海道石狩市）
品質保証事業 試験用機器 ５ 73,899 124,666

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の改修

　該当事項はありません。

(3）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,808,000

計 7,808,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年12月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,300,000 3,300,000
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 3,300,000 3,300,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありませ

ん。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成18年９月20日

（注）
400,0003,300,000232,500 957,500 232,500 232,500

（注）　有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格 　　　　1,250円

引受価額　　　1,162.50円

資本組入額　　　581.25円

払込金総額　 465,000千円
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（６）【所有者別状況】

 平成22年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法人
外国法人等

個人その他 計
個人以外 個人

株主数（人） － 5 12 22 7 1 1,587 1,634 －

所有株式数

（単元）
－ 207 420 24,487 514 1 7,363 32,992 800

所有株式数の

割合（％）
－ 0.63 1.27 74.22 1.56 0.00 22.32 100 －

（注）　自己株式57株は、「単元未満株式の状況」欄に含めて記載しております。

 

（７）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

シミック株式会社 東京都品川区西五反田７－10－４ 2,435,000 73.78

ＩＡＭ従業員持株会 札幌市中央区北二条西二丁目32 52,100 1.57

重田　康光 東京都港区 47,400 1.43

木暮　光男 群馬県前橋市 29,000 0.87

メロン バンク エヌエー ト

リーテイー クライアント オム

ニバス　

（常任代理人　株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行）

ONE MELLON BANK CENTER,PITTSBURGH,

PENNSYLVANIA

 

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１　決

済事業部）

25,000 0.75

シェラーバンク　アクテイエン

ゲセルシャフト　カスタマー　ア

カウント

（常任代理人　株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行）

MAKARTPLATZ 3,A-5024 SALZBURG AUSTRIA

 

　

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１　決

済事業部）

20,000 0.60

日本証券金融株式会社　
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－

１０　
12,500 0.37

齋藤　昭司 千葉市美浜区 11,600 0.35

マネックス証券株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目１１－１

パシフィックセンチュリープレイス丸の

内　19階　

10,201 0.30

田川　哲也 堺市東区 10,011 0.30

計 － 2,652,812 80.38
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,299,200 32,992 －

単元未満株式 普通株式       800 － －

発行済株式総数 3,300,000 － －

総株主の議決権 － 32,992 －

　（注）「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式57株が含まれております。　

 

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。　

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 57 45,990

当期間における取得自己株式 － －

（注）１．当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求による自己株式の取得であります。

２．当期間における取得自己株式は、平成22年12月１日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めて

おりません。

　　　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】　

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（　－　）
－ － － －

保有自己株式数 57 － 57 －

　

　　

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要な課題と認識しており、将来の事業拡大に必要な内部留保を確保する

とともに、経営成績及び財政状態を考慮し業績に応じた利益配当を行うことを基本方針とし、業績動向、配当性向、投

資計画等を総合的に勘案し、成果配分を検討致します。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり24円00銭（中間配当12円00銭、期末12円00銭）を

実施することを決定致しました。

　当社は、「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。　　

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

平成22年５月７日

取締役会決議
39,600 12.00

平成22年12月10日

定時株主総会決議
39,599 12.00
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月

最高（円） 1,278 1,191 1,141 1,800 1,237

最低（円） 947 613 630 997 742

　（注）　　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

　

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 936 883 828 808 806 780

最低（円） 815 781 789 760 752 742

　（注）　　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

 

EDINET提出書類

株式会社応用医学研究所(E05637)

有価証券報告書

28/68



５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
（株）

代表取締役

社長
 中村　紘 昭和19年３月10日生

平成12年４月シミック株式会社入社

平成15年10月同社取締役副社長就任

平成16年８月当社取締役就任

平成16年10月シミック株式会社代表取締役副社

長就任

平成19年12月当社代表取締役社長就任（現任）

平成21年12月シミック株式会社取締役就任（現

任）

（注）１ 7,400

代表取締役

副社長

管理本部・経営

企画担当

リスク管理・内
部通報・コンプ

ライアンス担当

　

渋谷　功 昭和22年２月７日生

昭和55年12月当社監査役就任

平成６年３月 北邦砕石工業株式会社退社

平成６年５月 当社常務取締役就任

平成９年10月当社専務取締役就任

平成11年11月当社取締役副社長就任

平成18年11月当社代表取締役副社長（管理本部

・経営企画担当、リスク管理・内部

通報・コンプライアンス担当）就

任（現任）

（注）１ 9,600

取締役

副社長

研究本部担当

品質保証・QMS

担当　

河﨑　孝男 昭和23年８月10日生 

平成19年３月三共株式会社（現　第一三共株式会

社）退社

平成19年４月当社入社　執行役員副社長・研究本

部長就任

平成19年12月当社取締役副社長（研究本部担当、

品質保証・QMS担当）就任（現任）

（注）１ 3,500

取締役 営業本部担当 鈴木　義裕 昭和32年１月10日生

平成７年４月 株式会社新薬開発研究所退社

平成７年５月 当社入社

平成14年４月当社営業部長就任

平成16年12月当社執行役員営業部長就任

平成18年12月当社取締役（営業本部担当）就任

（現任）

（注）１ 4,300

取締役  清水　政男 昭和20年11月17日生

平成20年６月アステラス製薬株式会社退社

平成20年７月シミック株式会社入社

平成20年12月当社取締役就任（現任）

平成21年12月シミック株式会社取締役就任（現

任）

（注）１ －

常勤監査役  村上　孝昭 昭和17年12月13日生

平成11年６月札銀ビジネスサービス株式会社取

締役社長就任

 札銀保証サービス株式会社取締役

社長就任

平成18年12月当社常勤監査役就任（現任）

（注）２ 1,000

監査役  西田　憲策 昭和21年11月13日生

昭和46年６月十勝恵愛会病院入職

昭和57年４月十勝恵愛会理事就任

平成16年４月北海道恵愛会常務理事就任

平成17年５月当社監査役就任（現任）

平成18年７月北海道恵愛会理事長就任（現任）

（注）３ 500
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数
（株）

監査役  市川　邦英 昭和19年７月29日生

平成20年６月アステラス製薬株式会社退社

平成20年９月シミック株式会社入社

平成20年12月当社監査役就任（現任）

平成21年12月シミック株式会社取締役就任（現

任）

（注）３ －

    計  26,300

　（注）１．取締役の任期は、平成22年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年９月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

２．監査役村上　孝昭氏の任期は、平成22年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年９月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

３．監査役西田　憲策氏及び市川　邦英氏の任期は、平成19年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年９

月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役清水　政男氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

５．監査役村上　孝昭氏、西田　憲策氏及び市川　邦英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は３名で、研究部・研究管理部担当　角谷　明彦氏、管理本部担当　菊池　直子氏及び信頼性保証部担

当　永見　和之氏であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は企業価値向上により、ステークホルダーとの良好な関係を構築するため、企業活動を律する枠組みであるコー

ポレート・ガバナンスの充実を図る方針であります。

①企業統治の体制

Ａ．企業統治の体制の概要及び採用する理由

　当社は、取締役５名（うち社外取締役１名）及び社外監査役３名から構成する監査役会を設置するガバナン

ス体制を採用しております。その理由は、社外取締役及び監査役による経営への動機付けと監督を強化するこ

とにより、コーポレート・ガバナンス機能が有効に発揮され、継続的な企業価値向上が図られると考えている

ためであります。

　

Ｂ．企業統治の体制の整備状況

ａ．会社の機関の内容

　当社は監査役制度を採用しており、監査役３名全員が社外監査役であります。また独立役員として、社外監

査役１名を指定しております。

イ．取締役会

　平成22年12月10日開催の定時株主総会において、当社の取締役は５名選任され、うち１名は社外取締役で

あります。定例取締役会は原則毎月１回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されます。

　なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については１年としております。

ロ．執行役員制度

　平成16年12月に業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入致しました。取締役会を「経営の基本

的な方針と戦略の決定、並びに業務執行の監督機関」と位置づけ、執行役員は取締役会が決定した基本方

針に従って業務執行の任にあたっております。執行役員の員数は現在３名で、その任期は取締役と同様に

１年であります。

ｂ．内部統制システムの整備の状況

　当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社の業務の適正を確保するために法務省令で定める体制」の構築に関する基本方針を以下のとお

り定め、この基本方針により構築する体制の下で会社業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努め

るとともに、社会経済情勢その他環境の変化に即応して見直しを行い、内部統制システムの改善・充実を推

進しております。
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イ．内部統制の関係図

 

ロ．内部統制システムの基本方針

Ⅰ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する「情報管理

規程」に則り実施する。

　

Ⅱ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、リスク管理担当取締役を任命し、「リスク管理規

程」により管理を行う。

(ⅱ)各部門にリスク管理担当者を置き、それぞれのリスク管理を行う。

　

Ⅲ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)より効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を採用し、取締役会の本来の機能を強化する。

(ⅱ)業務の運営に関して、中期計画及び各年度予算を立案し、全社的目標を設定する。各部門において

は、その目標達成に向け、具体策を立案・実行する。

　

EDINET提出書類

株式会社応用医学研究所(E05637)

有価証券報告書

32/68



Ⅳ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ⅰ)役員及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライア

ンス宣言を行い、「行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定め、役員及び社員に周知徹底さ

せる。

(ⅱ)役員及び社員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことによ

り法令遵守の知識を高め、定着させる。

(ⅲ)取締役社長直轄の監査室により、管理運営制度及び業務の遂行状況を監査し、その結果を取締役社

長に報告する。

(ⅳ)法令等違反に関する社員からの報告・相談を受ける手段として、内部通報制度を設置し、実施する。

　

Ⅴ．会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　親会社の「関係会社管理規程」に従い、当社の状況について報告を行うとともに、リスク／危機管理担

当役員と情報交換を行い、リスク管理及びコンプライアンス上の課題について検討を行う。

　

Ⅵ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

　監査役が求めた場合、監査役を補助すべき使用人として必要な人員を配置する。

　

Ⅶ．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役の使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得るものとする。

　

Ⅷ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、下記の各事項を監査役に報告する。

(ⅰ)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

(ⅱ)取締役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実

　

Ⅸ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役監査の実効性については下記の各事項をもって確保する。

(ⅰ)代表取締役と監査役との懇談会の定例実施

(ⅱ)取締役・重要な使用人に対する定期的ヒアリングの実施

(ⅲ)会計監査人との情報交換

　

ｃ．リスク管理体制の整備の状況

　当社におけるリスク管理は、取引先信用リスク、品質リスク、天災リスク、情報漏洩リスクなど個々のリスク

に対し、包括的に対処するリスク管理を組織的に行うことを基本とした「リスク管理規程」を定め、体制の

強化に努めております。

　

Ｃ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定により、会社法第423条第１項の損害

賠償を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める

最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任

の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

　

②内部監査及び監査役監査の状況

Ａ．内部監査及び監査役監査の状況

　内部監査に関しては、監査室（１名）が、内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について、全部門を対象

に内部監査を計画的に実施しており、監査結果は、代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対して

は、改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善の進捗状況を定期的に報告を受けることにより、実効性の高い

監査を目指しております。

　監査役監査に関しては、監査役３名（うち社外監査役３名）がコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立

の機関であるとの認識の下、取締役会に出席することにより、取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人及

び監査室からの監査報告に基づいて実地監査を行っております。なお、社外監査役村上　孝昭氏は、長年の業務

経験により財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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Ｂ．会計監査の状況

　当社は、新日本有限責任監査法人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、独立した専門家

の立場から、会計監査を受けております。

ａ．当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

指定有限責任社員　業務執行社員　廣瀬　一雄（新日本有限責任監査法人）

指定有限責任社員　業務執行社員　石若　保志（新日本有限責任監査法人）

（注）　継続監査年数が７年以内であるため、記載を省略しております。

　

ｂ．当事業年度の監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　２名

その他　　　　４名

　

Ｃ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況

　監査室と監査役会及び会計監査人は情報の交換、共有化を行い相互に連携して監査を実施しております。ま

た、法律事務所と契約して社会的規範の観点から疑義があるときは、その都度弁護士のアドバイスを受け、法令

遵守の体制を確保しております。

　

③社外取締役及び社外監査役

Ａ．社外役員の状況

　社外取締役１名及び社外監査役３名のうち、社外監査役村上　孝昭氏及び西田　憲策氏は当社株式を保有して

おります。保有株式数は、社外監査役村上　孝昭氏1,000株、同西田　憲策氏500株であります。なお、社外取締役及

び社外監査役と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　

Ｂ．企業統治において果たす機能及び役割

　当社の事業領域である医薬品業界の豊富な経験と高い見識を有する人材を選任することにより、当社の経営

の監視及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割と機能を担っております。

　

Ｃ．社外役員と内部統制部門及び監査との連携

　監査役３名はいずれも社外監査役であります。監査役は、監査室及び監査法人と情報交換・共有化を行い、相

互に連携して監査を実施しております。財務・会計に関する知見を有する監査役を選任することにより、モニ

タリングの機能強化を行っております。

　

④役員報酬等

Ａ．役員区分ごとの報酬等の総額　

当事業年度における役員報酬等及び監査報酬の内容は以下のとおりであります。

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）基本報酬 賞与

取締役

（社外取締役を除く）
83,160 71,160 12,000 ４

監査役

（社外監査役を除く）
－ － － －

社外役員 4,200 4,200 － ２

　（注）　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　

Ｂ．役員報酬等の算定方法に係る決定に関する方針

　取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した取締役の報酬総額の限度額内において、会社業

績、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、取締役会で決定しております。

　監査役の報酬については、株主総会の決議によって決定した監査役の報酬総額の限度額内において、監査役の

協議によって決定しております。
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⑤株式の保有状況

　該当事項はありません。

　

⑥取締役の定数

Ａ．取締役の定数

　当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

　

Ｂ．取締役の選任の決議要件　

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投

票によらないものとする旨を定款に定めております。

　

⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

Ａ．自己の株式の取得

　当社は、経営環境の変化に対応した、より機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第２項の規定

により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

　

Ｂ．剰余金の配当（中間配当）

　当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）について、株主への機動的な利益還元を目

的として、中間配当については、取締役会の決議によって、毎年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主ま

たは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　

Ｃ．取締役及び監査役の責任免除の内容の概要

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及

び監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免

除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能

力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

　

⑧株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨

を定款に定めております。

　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

12,000 － 12,000 －

②【その他重要な報酬の内容】　

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より監査日程、人数等、年度の監

査計画に提示を受け、前期比較や世間動向等により総合的に判断し決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成20年10月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成21年10月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成20年10月１日から平成21年９月30日

まで）及び当事業年度（平成21年10月１日から平成22年９月30日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法

人により監査を受けております。

３．連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

　

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の収集を行っております。

　また、公益財団法人財務会計基準機構等の主催する研修・セミナーに参加しております。
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年９月30日)

当事業年度
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,043,826 1,089,728

売掛金 690,660 593,529

貯蔵品 18,365 20,898

前払費用 64,388 70,442

繰延税金資産 49,529 39,252

その他 5,375 3,243

貸倒引当金 △1,351 △1,168

流動資産合計 1,870,795 1,815,927

固定資産

有形固定資産

建物 1,306,712 1,334,477

減価償却累計額 △357,321 △444,440

建物（純額） 949,390 890,037

構築物 23,490 23,490

減価償却累計額 △9,078 △11,681

構築物（純額） 14,412 11,808

車両運搬具 5,995 5,995

減価償却累計額 △3,605 △4,578

車両運搬具（純額） 2,390 1,416

工具、器具及び備品 269,582 249,735

減価償却累計額 △234,968 △227,325

工具、器具及び備品（純額） 34,614 22,410

土地 202,888 263,629

リース資産 259,022 369,499

減価償却累計額 △33,849 △97,149

リース資産（純額） 225,173 272,350

有形固定資産合計 1,428,868 1,461,652

無形固定資産

電話加入権 618 618

ソフトウエア 38,704 38,808

リース資産 5,760 19,343

無形固定資産合計 45,083 58,770

投資その他の資産

敷金 21,438 21,438

差入保証金 10,150 8,150

長期前払費用 2,690 2,206

繰延税金資産 18,903 17,953

投資その他の資産合計 53,181 49,747

固定資産合計 1,527,133 1,570,170

資産合計 3,397,929 3,386,097

EDINET提出書類

株式会社応用医学研究所(E05637)

有価証券報告書

37/68



(単位：千円)

前事業年度
(平成21年９月30日)

当事業年度
(平成22年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 43,281 39,488

1年内返済予定の長期借入金 179,600 134,600

リース債務 51,040 77,256

未払金 28,244 34,123

未払費用 68,362 68,477

未払法人税等 124,314 35,836

未払消費税等 5,708 27,354

前受金 20,864 16,819

預り金 10,739 10,951

前受収益 599 649

賞与引当金 74,828 65,910

役員賞与引当金 21,338 13,100

その他 570 1,135

流動負債合計 629,493 525,703

固定負債

長期借入金 191,300 56,700

リース債務 181,980 219,443

退職給付引当金 22,749 20,398

その他 180 53

固定負債合計 396,210 296,595

負債合計 1,025,703 822,299

純資産の部

株主資本

資本金 957,500 957,500

資本剰余金

資本準備金 232,500 232,500

資本剰余金合計 232,500 232,500

利益剰余金

利益準備金 7,930 7,930

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,174,295 1,365,914

利益剰余金合計 1,182,225 1,373,844

自己株式 － △45

株主資本合計 2,372,225 2,563,798

純資産合計 2,372,225 2,563,798

負債純資産合計 3,397,929 3,386,097
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年９月30日)

当事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 2,655,756 2,428,941

売上原価 1,477,979 1,554,828

売上総利益 1,177,776 874,113

販売費及び一般管理費

役員報酬 78,720 75,360

給料及び手当 98,450 99,743

賞与 9,747 8,908

賞与引当金繰入額 13,114 10,484

役員賞与引当金繰入額 21,338 13,100

退職給付費用 3,529 5,973

法定福利費 16,961 17,730

福利厚生費 2,426 2,027

支払手数料 7,583 10,881

事務用品費 5,119 2,197

賃借料 4,719 2,359

水道光熱費 1,435 742

減価償却費 18,829 27,618

旅費及び交通費 18,324 21,294

交際費 4,027 2,659

通信費 4,058 3,515

租税公課 24,046 20,353

その他 71,238 76,554

販売費及び一般管理費合計 403,671 401,503

営業利益 774,105 472,609

営業外収益

受取利息 2,515 1,258

受取賃貸料 6,866 5,700

違約金収入 4,911 2,873

雑収入 3,124 1,272

営業外収益合計 17,418 11,104

営業外費用

支払利息 10,142 11,719

賃貸収入原価 2,333 1,463

雑損失 4 919

営業外費用合計 12,479 14,103

経常利益 779,043 469,611
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年９月30日)

当事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 183

特別利益合計 － 183

特別損失

固定資産除却損 19,220 －

特別損失合計 19,220 －

税引前当期純利益 759,823 469,794

法人税、住民税及び事業税 310,077 187,748

法人税等調整額 18,217 11,226

法人税等合計 328,294 198,975

当期純利益 431,528 270,819
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  133,2799.0 139,8729.0
Ⅱ　労務費 ※２ 642,06243.4 671,37643.2
Ⅲ　経費 ※３ 702,63747.6 743,57947.8

当期売上原価  1,477,979100.0 1,554,828100.0

　（注）

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

　１　原価計算の方法

　費目別及び部門別原価計算を実施しておりますが、製

品・仕掛品がないため、製品別原価計算は実施してお

りません。

　１　原価計算の方法

同左

※２　労務費には次のものが含まれております。 ※２　労務費には次のものが含まれております。

賞与引当金繰入額 61,714千円

退職給付費用 16,909千円

賞与引当金繰入額 55,426千円

退職給付費用 22,852千円

※３　経費には次のものが含まれております。 ※３　経費には次のものが含まれております。

賃借料 30,779千円

支払リース料 267,113千円

保守管理費 156,681千円

減価償却費 145,997千円

賃借料 33,272千円

支払リース料 253,890千円

保守管理費 197,511千円

減価償却費 163,182千円
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年９月30日)

当事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 957,500 957,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 957,500 957,500

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 232,500 232,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 232,500 232,500

資本剰余金合計

前期末残高 232,500 232,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 232,500 232,500

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 7,930 7,930

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,930 7,930

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 828,567 1,174,295

当期変動額

剰余金の配当 △85,800 △79,200

当期純利益 431,528 270,819

当期変動額合計 345,728 191,619

当期末残高 1,174,295 1,365,914

利益剰余金合計

前期末残高 836,497 1,182,225

当期変動額

剰余金の配当 △85,800 △79,200

当期純利益 431,528 270,819

当期変動額合計 345,728 191,619

当期末残高 1,182,225 1,373,844
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年９月30日)

当事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

自己株式

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の取得 － △45

当期変動額合計 － △45

当期末残高 － △45

株主資本合計

前期末残高 2,026,497 2,372,225

当期変動額

剰余金の配当 △85,800 △79,200

当期純利益 431,528 270,819

自己株式の取得 － △45

当期変動額合計 345,728 191,573

当期末残高 2,372,225 2,563,798

純資産合計

前期末残高 2,026,497 2,372,225

当期変動額

剰余金の配当 △85,800 △79,200

当期純利益 431,528 270,819

自己株式の取得 － △45

当期変動額合計 345,728 191,573

当期末残高 2,372,225 2,563,798
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年９月30日)

当事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 759,823 469,794

減価償却費 166,348 194,759

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,437 △2,350

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,138 △8,918

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,661 △8,238

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155 △183

受取利息 △2,515 △1,258

支払利息 10,142 11,719

固定資産除却損 8,720 －

売上債権の増減額（△は増加） △48,155 97,131

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,896 △2,533

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,331 △4,139

その他の固定資産の増減額（△は増加） △2,690 1,404

仕入債務の増減額（△は減少） △5,161 △3,792

前受金の増減額（△は減少） △32,116 △4,045

その他の流動負債の増減額（△は減少） △58,117 21,590

その他の固定負債の増減額（△は減少） △127 △127

小計 773,116 760,812

利息の受取額 2,515 1,258

利息の支払額 △10,119 △11,502

法人税等の支払額 △496,967 △275,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 268,544 475,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △250,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 400,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △206,410 △87,271

無形固定資産の取得による支出 △24,387 △19,970

その他 2,000 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,798 △255,242
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年９月30日)

当事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 30,000 －

短期借入金の返済による支出 △30,000 －

長期借入れによる収入 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △154,600 △179,600

自己株式の取得による支出 － △45

リース債務の返済による支出 △32,378 △65,371

配当金の支払額 △85,800 △79,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,778 △324,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,967 △104,098

現金及び現金同等物の期首残高 576,858 643,826

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 643,826

※
 539,728
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）貯蔵品　　

　最終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定）を採用してお

ります。

(1）貯蔵品　　

同左

　 （会計方針の変更）

　当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。　

　なお、これによる損益への影響はありま

せん。　

──────

　

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物

付属設備を除く）については、定額法を

採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

同左　

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利

用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。　

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左　

　 (3）リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年９月30日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。　　

(3）リース資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えて、賞与支給

見込額の当期負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、支給見込額に

基づき計上しております。

(3）役員賞与引当金

同左

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。　

(4）退職給付引当金

同左

　 （追加情報）

　当社は、平成20年10月１日に従来の退職

一時金制度を改定し、ポイント制に基づ

く退職一時金制度へ移行するとともに、

確定拠出年金制度を導入致しました。

　なお、これによる損益に与える影響は軽

微であります。　

　

４．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３か月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

（リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、当事業年

度末の固定資産が230,933千円、流動負債が51,040千円、固

定負債が181,980千円、それぞれ増加しております。　

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

──────
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

　該当事項はありません。　

（損益計算書関係）
 

　該当事項はありません。　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 3,300,000 － － 3,300,000

合計 3,300,000 － － 3,300,000

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年12月12日

株主総会
普通株式 46,200 14.00平成20年９月30日平成20年12月15日

平成21年５月８日

取締役会
普通株式 39,600 12.00平成21年３月31日平成21年６月12日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年12月11日

株主総会
普通株式 39,600利益剰余金 12.00平成21年９月30日平成21年12月14日
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当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 3,300,000 － － 3,300,000

合計 3,300,000 － － 3,300,000

自己株式　 　 　 　 　

普通株式（注）　 － 57 － 57

合計　 － 57 － 57

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加57株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成21年12月11日

株主総会
普通株式 39,600 12.00平成21年９月30日平成21年12月14日

平成22年５月７日

取締役会
普通株式 39,600 12.00平成22年３月31日平成22年６月11日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの　

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年12月10日

株主総会
普通株式 39,599利益剰余金 12.00平成22年９月30日平成22年12月13日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,043,826千円

預入期間が

３ヶ月を超える定期預金
△400,000千円

現金及び現金同等物 643,826千円

現金及び預金勘定 1,089,728千円

預入期間が

３ヶ月を超える定期預金
△550,000千円

現金及び現金同等物 539,728千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①　リース資産の内容
(ア）有形固定資産

主として、試験受託用施設及び機器（「機械及
び装置」及び「工具、器具及び備品」）でありま
す。

(イ）無形固定資産
ソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方
法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が、平成20年９月30日以前の
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっており、その内容は次のとお
りであります。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物・構築物 22,00016,2085,791
機械装置 292,487209,02783,459
工具、器具及び備
品

975,758508,346467,411

ソフトウェア 8,713 8,531 181
合計 1,298,958742,114556,844

　(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      218,525千円

１年超      356,883千円

合計 575,408千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額

支払リース料 268,423千円

減価償却費相当額 248,181千円

支払利息相当額 22,185千円

(4）減価償却費相当額の算定方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。
(5）利息相当額の算定方法
　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差
額を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。　

２．オペレーティング・リース取引
　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料

１年内 18,044千円

１年超 44,550千円

合計 62,594千円

（減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありません。

１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①　リース資産の内容
(ア）有形固定資産

同左
　
　

(イ）無形固定資産
同左

②　リース資産の減価償却の方法
同左
　
　
　
　
　
　

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物・構築物 22,00020,6081,391
機械装置 255,080217,54637,533
工具、器具及び備
品

865,689565,521300,168

合計 1,142,770803,676339,093

　(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      181,985千円

１年超      173,004千円

合計 354,989千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
額

支払リース料 232,194千円

減価償却費相当額 214,917千円

支払利息相当額 14,766千円

(4）減価償却費相当額の算定方法
同左
　

(5）利息相当額の算定方法
同左
　
　

２．オペレーティング・リース取引
　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料

１年内 18,664千円

１年超 29,686千円

合計 48,351千円

（減損損失について）
同左
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（金融商品関係）

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針　

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行っておりません。また、資金調達の必要性が

生じた場合は、銀行借入で対応する方針であります。　

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、債権管理に係る社内規程に従い、取引先の信用

情報を必要に応じて把握するとともに、取引先ごとの回収期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。

　長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたもので

あり、流動性リスクに晒されておりますが、担当部門で資金繰計画を定期的に作成・更新するとともに、手許流動性を

維持することにより、流動性リスク管理をしております。　

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。　

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,089,728 1,089,728 －

(2）売掛金 593,529 593,529 －

　資産計 1,683,257　 1,683,257　 －

(1）リース債務（流動負債） 77,256　　 83,734　 6,478　

(2）長期借入金(*) 191,300 192,005　 705　

(3）リース債務（固定負債）　 219,443　 221,709　 2,265　

　負債計 488,000　 497,449　 9,449　

(*)長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項　

資　産　

(1）現金及び預金、(2）売掛金

　これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

　

負　債

(1）リース債務（流動負債）、(2）長期借入金、(3）リース債務（固定負債）

　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入またはリースを行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。
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２．金銭債権の決算日後の償還予定額　

 
１年以内　
  (千円） 

１年超
５年以内　
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）　

10年超
 (千円）

現金及び預金 1,089,728 －　 －　 －　

売掛金 593,529 －　 －　 －　

合計 1,683,257　 －　 － －　

　

３．長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額　

 
１年以内
（千円）　

１年超
２年以内　
 (千円）

２年超
３年以内
 (千円）　

３年超
４年以内
 (千円）

４年超
５年以内
 (千円）

５年超
 (千円）

長期借入金　 134,600　56,700　 － － － －

リース債務 77,256　79,47781,76546,80211,364 33

合計 211,856　136,177　81,765　46,802　11,364　 33　

　

（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時

価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。

　

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。　
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職給付制度として退職一時金制度、確定拠出

年金制度及び総合設立型の厚生年金基金制度（日本衛生

検査所厚生年金基金）を採用しております。なお、当該厚

生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理

を行う制度であります。

　なお、同基金に関する事項は次の通りであります。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職給付制度として退職一時金制度、確定拠出

年金制度及び総合設立型の厚生年金基金制度（日本衛生

検査所厚生年金基金）を採用しております。なお、当該厚

生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理

を行う制度であります。

　なお、同基金に関する事項は次の通りであります。

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31

日現在）

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成22年３月31

日現在）

年金資産の額 18,976,355千円

年金財政計算上

の給付債務の額
22,118,177千円

差引額 △3,141,822千円

年金資産の額 23,779,180千円

年金財政計算上

の給付債務の額
25,795,662千円

差引額 △2,016,482千円

(2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成21年３

月31日現在）

(2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成22年３

月31日現在）

 1.17％  1.16％

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去

勤務債務残高296,541千円及び資産評価調整加算額

2,845,281千円であります。本制度における過去勤務債務

の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。当社

は財務諸表上、特別掛金555千円を費用処理しています。

　なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致

しません。

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、資産評価調整加算額

3,084,664千円及び当年度の不足金1,068,182千円であり

ます。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20

年の元利均等償却であります。当社は財務諸表上、特別掛

金291千円を費用処理しています。

　なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致

しません。

２．退職給付債務に関する事項（平成21年９月30日現在）２．退職給付債務に関する事項（平成22年９月30日現在）

退職給付債務 22,749千円

退職給付引当金 22,749千円

退職給付債務 20,398千円

退職給付引当金 20,398千円

３．退職給付費用に関する事項（平成21年９月30日現在）

勤務費用 20,546千円

退職給付費用 20,546千円

３．退職給付費用に関する事項（平成22年９月30日現在）

勤務費用 28,826千円

退職給付費用 28,826千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成21年

９月30日現在）

　当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等につ

いては、該当ありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成22年

９月30日現在）

　当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等につ

いては、該当ありません。

　 　

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 30,237 

未払事業税 9,681 

貸倒引当金 545 

未払事業所税　 330 

法定福利費　 4,169 

退職給付引当金 9,192 

未払金 4,563 

固定資産減損損失 9,115 

その他 595　

繰延税金資産計 68,432 

繰延税金資産の純額 68,432 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 26,634 

未払事業税 3,593 

貸倒引当金 471 

未払事業所税　 348 

法定福利費　 3,640 

退職給付引当金 8,243 

未払金 4,563 

固定資産減損損失 9,115 

その他 595　

繰延税金資産計 57,205 

繰延税金資産の純額 57,205 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金算入されない項目 1.3 

住民税均等割 0.4 

留保金課税 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

記載を省略しています。

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）

　当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

重要性が乏しいため、記載しておりません。

 　

（追加情報）

　当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平成20年11月28日）

及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号　平成20年11月

28日）を適用しております。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

（追加情報）

　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しており

ます。

　

１．関連当事者との取引

　関連当事者との取引において記載すべき重要なものはありません。

　

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

シミック㈱（東京証券取引所に上場）　

　

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。　　

　

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

　

１．関連当事者との取引

　関連当事者との取引において記載すべき重要なものはありません。

　

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

シミック㈱（東京証券取引所に上場）　

　

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。　　

　

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり純資産額 718.86円

１株当たり当期純利益金額 130.77円

１株当たり純資産額 776.92円

１株当たり当期純利益金額 82.07円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成20年10月１日
至　平成21年９月30日）

当事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当期純利益（千円） 431,528 270,819

普通株式に係る当期純利益（千円） 431,528 270,819

期中平均株式数（株） 3,300,000 3,299,980
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

　

当事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

　当社及び当社の親会社であるシミック株式会社は、平成22年11月９日開催の各社の取締役会において、シミック株

式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、同日付で株式交換契約を締結致

しました。なお、同契約は平成22年12月10日開催の第31期定時株主総会において承認されました。

　本株式交換の概要は、以下のとおりであります。

　

(1）株式交換の目的

　当社は、平成18年9月に株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場を実現し、上場会社として独自の事業展

開を進めておりましたが、戦略的な人材教育の実施による技術レベルの高度化、安定性試験、薬物濃度測定試験及

び生物学的同等性試験におけるCRO（医薬品開発受託機関）との連携及び営業力の強化を早急に行うことが必要

となっております。

　これまで蓄積してきた分析化学サービスのノウハウを発揮し、さらに高い分析技術による品質評価及び管理を

期待する製薬企業に応えるサービスを提供するためにはシミック株式会社の完全子会社となり両社が一体と

なった受注活動を展開することが必要であると判断致しました。

　シミック株式会社の経営資源と当社の優位性を生かし両社の連携を一層深めることで、グループとしての更な

るシナジー効果を実現し、良い薬を一日も早く患者の皆様に届け、かつ、安心して継続使用していただくため、さ

らに、製薬企業の要望や期待に応えるサービスを提供する体制を構築するために、この度両社は資本関係を含め

て一体化した経営を行う必要があるという認識で一致しました。

　

(2）株式交換比率

　当社の普通株式１株に対して、シミック株式会社の普通株式0.036株を割当て交付致します。ただし、シミック株

式会社が保有する当社の普通株式2,435,000株については、本株式交換による普通株式の割当ては行いません。な

お、上記株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議のうえ、変更することが

あります。

　

(3）株式交換比率の算定根拠

　本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、各社がそれぞれ別個に両社から独

立した第三者算定機関に算定を依頼することとし、シミック株式会社は野村證券株式会社を、当社はみらいコン

サルティング株式会社を、それぞれの第三者算定機関として選定致しました。

　野村證券株式会社は、シミック株式会社及び当社の普通株式について市場株価平均法及びディスカウント・

キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」といいます。）による算定を行いました。

　みらいコンサルティング株式会社は、シミック株式会社及び当社の普通株式について、市場株価法及びDCF法を

採用して算定を行いました。

　シミック株式会社及び当社は、上記第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、両社の

財務状況、業績動向、株価動向等を勘案のうえ、交渉・協議を重ねた結果、それぞれ上記の株式交換比率は両社株

主の利益に資するものであると判断し、平成22年11月９日開催の両社の取締役会で承認を受け、本株式交換にお

ける株式交換比率を決定致しました。

　

(4）株式交換の日程

最終売買日　 （当社）　 平成23年１月26日（予定）　

上場廃止日　 （当社）　 平成23年１月27日（予定）　

株式交換実施予定日　 （効力発生日）　 平成23年２月１日（予定）　

（注）上記日程は、両社の合意により変更されることがあります。
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(5）株式交換親会社となる会社の概要（平成22年９月30日現在）

名称 シミック株式会社　

所在地　 東京都品川区西五反田七丁目10番４号　

代表者の役職・氏名　 代表取締役会長兼社長CEO　中村　和男　

決算期　 ９月30日　

資本金　 3,087,750千円　

純資産の額（連結）　 15,639,241千円　

純資産の額（単体）　 12,046,141千円　

総資産の額（連結）　 33,266,659千円　

総資産の額（単体）　 24,885,682千円　

事業内容　 CRO事業、CMO事業、CSO事業、ヘルスケア事業、その他の事業　
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産                             

建物 1,306,71227,765 － 1,334,477444,440 87,118 890,037

構築物 23,490 － － 23,490 11,681 2,603 11,808

車両運搬具 5,995 － － 5,995 4,578 973 1,416

工具、器具及び備品 269,582 13,097 32,944 249,735227,325 24,381 22,410

土地 202,888 60,740 － 263,629 － － 263,629

リース資産 259,022110,476 － 369,499 97,149 63,299 272,350

有形固定資産計 2,067,692212,079 32,9442,246,827785,175178,3751,461,652

無形固定資産                             

電話加入権 618 － － 618 － － 618

ソフトウェア 49,558 11,497 － 61,055 22,247 11,393 38,808

リース資産 6,377 18,573 － 24,950 5,606 4,990 19,343

無形固定資産計 56,553 30,070 － 86,623 27,853 16,383 58,770

長期前払費用 2,690 2,257 2,741 2,206 － － 2,206

　（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。　

土地　 北海道石狩市　 60,740千円

リース資産 試験用機器 106,416千円

　

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 179,600 134,600 1.3 －

１年以内に返済予定のリース債務 51,040 77,256 2.8
 

－

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除

く。）
191,300 56,700 1.3平成23年～平成24年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除

く。）
181,980 219,443 2.8平成23年～平成27年

その他有利子負債 － － － －

計 603,921 488,000 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高及び期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は

以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 56,700 － － －

リース債務 79,477 81,765 46,802 11,364

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,351 1,168 － 1,351 1,168

賞与引当金 74,828 65,910 74,828 － 65,910

役員賞与引当金 21,338 13,100 21,338 － 13,100

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 29

預金     

普通預金 539,699

定期預金 550,000

小計 1,089,699

合計 1,089,728

②　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

武田薬品工業㈱ 104,604

千寿製薬㈱ 58,410

第一三共㈱ 38,107

サンド㈱ 36,544

日本たばこ産業㈱ 29,147

その他 326,714

合計 593,529

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

690,660 2,550,3882,647,520 593,529 81.7 92

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

③　貯蔵品

品目 金額（千円）

試薬品 10,281

器材消耗品 10,617

合計 20,898

 

EDINET提出書類

株式会社応用医学研究所(E05637)

有価証券報告書

61/68



④　買掛金

相手先 金額（千円）

北海道和光純薬㈱ 17,873

関販テクノ㈱ 14,366

㈱タナカ 4,924

北海道エア・ウォーター㈱ 874

㈱モロオ 558

その他 891

合計 39,488

⑤　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

相手先 金額（千円）

㈱北洋銀行        116,300（ 84,600）

㈱北海道銀行        75,000（ 50,000）

合計        191,300（134,600）

　（注）　金額の（内数）は、１年内返済予定の長期借入金であります。

⑥　リース債務

相手先 金額（千円）

ＪＡ三井リース㈱       170,524（41,258）

芙蓉総合リース㈱       61,653（18,063）

東京センチュリーリース㈱       53,510（14,858）

㈱札幌北洋リース      8,408（ 2,327）

㈱日本ビジネスリース　      1,255（   369）

その他　     1,347（   379）

合計        296,700（77,256）

　(注)　金額の（内数）は、１年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しております。
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（３）【その他】

①　当事業年度における四半期情報

 
　
　
　

第１四半期
自平成21年10月１日
至平成21年12月31日

第２四半期
自平成22年１月１日
至平成22年３月31日

第３四半期
自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

第４四半期
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

売上高 （千円） 673,896 691,685 580,451 482,907

税引前四半期純利

益金額又は税引前

四半期純損失金額

（△）

（千円） 181,688 204,735 90,641 △7,271

四半期純利益金額

又は四半期純損失

金額（△）

（千円） 106,520 110,457 60,228 △6,387

１株当たり四半期

純利益金額又は１

株当たり四半期純

損失金額（△）

（円） 32.28 33.47 18.25 △1.94

　

②　決算日後の状況

　特記事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 毎年12月中

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日
３月31日

９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）　

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）　

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

　みずほ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告の方法により行う。当社の公告は、電子公告による

公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたとき

は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は、当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次

のとおりです。http://www.oiken.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）　単元未満株式についての権利

当社株主の有する単元未満株式の権利の制限について、当社定款には次の規定があります。

（単元未満株式についての権利）

第９条　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができ

ない。

１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第30期）（自　平成20年10月１日　至　平成21年９月30日）平成21年12月11日北海道財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成21年12月11日北海道財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第31期第１四半期）（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）平成22年２月12日北海道財務局長に提出　

（第31期第２四半期）（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）平成22年５月13日北海道財務局長に提出

（第31期第３四半期）（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）平成22年８月12日北海道財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成22年11月９日北海道財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（提出会社が

完全子会社となる株式交換）の規定に基づく臨時報告書であります。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成21年12月11日

株式会社応用医学研究所  

 取締役会　御中    

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廣瀬　一雄　　  印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石若　保志　　  印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社応用医学研究所の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社応用

医学研究所の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社応用医学研究所の平成21

年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社応用医学研究所が平成21年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成22年12月10日

株式会社応用医学研究所  

 取締役会　御中    

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廣瀬　一雄　　  印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石若　保志　　  印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社応用医学研究所の平成21年10月１日から平成22年９月30日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社応用

医学研究所の平成22年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　重要な後発事象に、株式交換契約締結に関する記載がある。　

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社応用医学研究所の平成22
年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書
を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社応用医学研究所が平成22年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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